
当院で北海道厚⽣局に届出している施設基準や、診療報酬の算定に関して以下の通りお知らせい
たします。(令和 8 年 6 ⽉ 1 ⽇更新) 
施設基準 
・明細書発⾏体制加算 
・時間外対応体制加算 1 
・電⼦的診療情報連携体制整備加算Ⅰ 
・在宅医療 DX 情報活⽤加算 
・在宅時医学総合管理料及び施設⼊居時等医学総合管理料 
・「第９」の１の（２）のアに規定する在宅療養⽀援診療所（連携型機能強化型ア） 
・別添 1 の「第 9」の 1 の（1）に規定する在宅療養⽀援診療所 
・機能強化加算 
・がん性疼痛緩和指導管理料 
・在宅がん医療総合診療料 
・情報通信機器を⽤いた診療に係る基準 
〇医療 DX の推進について 
 当院は、以下の通り医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の⾼い診療を実施するための⼗分な
情報を取得・活⽤して診療を⾏う医療機関です。 
・医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療
情報等を活⽤して診療を実施している保険医療機関です。 
・マイナ保険証を促進する等、医療 DX を通じて質の⾼い医療を提供できるよう取り組んでいる保
険医療機関です。 
・電⼦処⽅箋の発⾏及び電⼦カルテ情報共有サービスなどの医療ＤＸにかかる取組を実施している
保険医療機関です。 
〇在宅医療情報連携加算について 
当院では、患者さん同意の上、連携する医療施設・介護サービス事業者と ICT ツール(バイタルリ
ンク)で診療情報等を共有しています。主な連携可能機関名を掲載します。 
〜連携機関名〜 
・北星ファミリークリニック 
・旭川脳神経外科循環器内科病院 
・スワローケアクリニック 
・フロンティア薬局 
・訪問看護ステーション向⽇葵 
・訪問看護ステーション花時計 
・訪問看護ステーション咲桜 
・居宅介護⽀援事業所向⽇葵 
・藤井病院（介護医療院） 
※「電⼦的診療情報連携体制整備加算」についても上記ネットワークを活⽤しております。 
〇情報通信機器を⽤いた診療（オンライン診療） 
 初診時の向精神薬の処⽅は出来かねます。 
 「オンライン診療指針」を遵守し、下記チェックリストにて体制について定期的なチェックを実
施しております。 



〇明細書発⾏体制等加算 
当院では、原則として個別の診療報酬がわかる明細書を無償で発⾏しています。 
※明細書ご不要の場合はスタッフまでお声がけください 
〇⻑期収載品の選定療養に係る取り扱い 
令和 6 年度の診療報酬改定に基づき、令和 6 年 10⽉から⻑期収載品（後発医薬品のある先発医薬
品）を患者さんの希望で使⽤する際に、選定療養費として患者さんの⾃⼰負担額が発⽣します。 
選定療養費の対象となる場合 
 ・院内処⽅（⼊院患者は除く） 
 ・院外処⽅ 
◯選定療養費の対象となる医薬品について 
 ・後発医薬品が発売され、５年以上経過した先発医薬品（準先発品含む） 
 ・後発医薬品への置き換え率が 50％以上の先発医薬品 
◯対象から除外されるケース 
・医師が医療上の必要性があると判断した場合（患者様の後発品が⼼配だからという理由では除外
理由になりません。学会などが⻑期収載品を後発品に切り替えないことを推奨されている、後発品
の副作⽤がある、後発品が他の薬との飲み合わせによる相互作⽤があるなどの理由がある場合は除
外されます） 
・在庫状況等により後発医薬品の提供が困難な場合 
⾃⼰負担額について 
⾃⼰負担額は⻑期収載品（先発品）と後発医薬品の価格差の 2分の 1 に相当する額を選定療養費と
して徴収されます。当院は処⽅薬はすべて院外処⽅のため薬局でお⽀払いになることになります。 
〇時間外対応体制加算１ 
 当院では、継続的に受診されている患者さまからの電話等によるお問い合わせに対し、時間外で
も対応できる体制を整えています。「時間外対応加算」とありますが、これは時間外の対応体制を評
価する加算です。そのため、再診の患者さまが診療時間内に受診された場合にも算定させて頂きま
す。 
 
〇リフィル処⽅について  
 当院では、患者さんの状態に応じ、２８⽇以上の⻑期処⽅を⾏うこと、リフィル処⽅せんを発⾏
すること、のいずれの対応も可能です。 
 尚、当院では主に⻑期の投薬をご案内しております。 
 ※⻑期処⽅が対応可能かは、患者さんの病状に応じて、担当医が判断いたします。 
 健康相談及び予防接種に係る相談を実施しております。 
 また、介護保険制度の利⽤等に関する相談も⾏っており、介護⽀援専⾨員及び相談⽀援専⾨員か
らの相談にも対応します。 
〇機能強化加算 
 当院は、外来医療における適切な役割分担を図り、地域における「かかりつけ医機能」を担って
いるクリニックとして認められており、初診の患者様に機能強化加算点数 80 点を加算させていた
だきます。かかりつけ医機能については下記をご確認ください。 


